
 - 1 - 

 

事例番号：２５０００５ 

原 因 分 析 報 告 書 要 約 版 

 

産 科 医 療 補 償 制 度 

原因分析委員会第一部会 

 

１．事例の概要 

1 回経産婦。妊娠３６週４日の妊婦健診で、医師は胎児発育不全の疑いがあ

ると判断したが、超音波断層法で血流の再分配は認められず、当帰芍薬散（漢

方薬）を処方し経過観察とした。妊娠３６週６日に陣痛が発来し、妊娠３７

週０日に当該分娩機関へ入院となった。胎児心拍数陣痛図で、分娩前の４５

分間は胎児心拍数基線が１６５～１７０拍／分と頻脈であったが、基線細変

動は中等度で一過性頻脈も認められ、一過性徐脈は認められなかった。入院

後約２時間で経腟分娩により児は娩出した。羊水混濁（３＋）と臍帯巻絡（頸

部と下肢に１回ずつ）が認められた。分娩所要時間は５時間１２分であった。

胎盤病理組織学検査は行われなかった。 

児の在胎週数は３７週０日で、体重は２３００ｇであった。臍帯動脈血ガ

ス分析値は、ｐＨ７．３９７、ＰＣＯ２３７ｍｍＨｇ、ＰＯ２１８ｍｍＨｇ、

ＨＣＯ３
－２２．８ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－２ｍｍｏｌ／Ｌであった。アプガー

スコアは生後１分、生後５分ともに５点であった。自発呼吸が弱く、不規則

な状態が続いたため、生後２８分に気管挿管が行われ、その後ＮＩＣＵを有

する病院へ搬送となった。出生当日の血液検査ではＬＤＨ７３９ＩＵ／Ｌ、

ＣＫ３７７ＩＵ／Ｌであった。また、頭部超音波断層法では、脳室周囲高輝

度域や脳室内出血、側脳室の拡大は認められなかった。生後１日以降、上下
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肢の強直、顔面筋の麻痺、嚥下困難、対光反射の遅延等が認められた。生後

１４日の頭部ＭＲＩでは、両側基底核、視床外側群および脳幹にＴ１強調画

像で高信号域、同部位にＴ２強調画像で低信号域がみられており、重度の低

酸素脳症と診断された。 

本事例は診療所における事例であり、産婦人科専門医１名（経験２２年）

と助産師１名（経験４３年）、看護師１名（経験２８年）が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例の脳性麻痺発症の原因は、妊娠３６週４日の最後の健診から陣痛発

来前の時期に、何らかの一過性の原因によって胎児に低酸素状態が起こり、

胎児に不可逆的な低酸素性脳障害を起こしたことであると推察される。その

原因としては臍帯圧迫による臍帯の血流障害などが考えられるが、特定する

ことはできない。胎児発育不全であったことから、通常発育の胎児と比較し

低酸素状態などに対する予備能が低く、そのことが脳性麻痺発症に関与した

可能性はある。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠・分娩中の周産期管理は一般的である。出生後の新生児管理も一般的

である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

ア．胎児心拍数陣痛図の紙送り速度について 

胎児心拍数陣痛図が１ｃｍ／分で記録されている部分がある。２０１

１年版の産婦人科診療ガイドラインでは３ｃｍ／分での記録を推奨して
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おり、３ｃｍ／分での記録が望まれる。 

イ．胎盤病理組織学検査について 

 アプガースコアの低い児が出生した場合は、原因究明を行う一助とし

て、胎盤の病理組織学検査を実施することが望まれる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

特になし。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

子宮内で何の自覚もないうちに胎児に障害が発生したと考えられる事

例である。このような事例の発生を予防するための方策についての臨床

的検討に取り組むことが望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して  

特になし。 


